
 

 

 

 

 

 

 

 

市役所本庁舎の一部解体に伴い、 

出入り口や来庁者用駐車場所の変更等を行います 
 

本市では、市役所本庁舎整備事業について令和１０年度中の新本庁舎供用開始に向けて作業を進

めており、令和５年度には現在の議会棟、本庁舎低層棟および前庭の解体工事等を予定しています。 

これに伴い、本庁舎の正面出入り口が使用できなくなるほか、来庁者用駐車場所を勾当台公園地

下駐車場および二日町駐車場に変更します。また、総合案内や議会機能等の仮移転を行います。市

民の皆さまや事業者の方々などにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 本庁舎の出入り口等の変更について 

（１）変更日  ９月４日（月） 

（２）変更点 

①本庁舎敷地南側に仮囲いを設置することに伴い、当該場所の出入り・使用を停止します。 

※詳細は別紙表面をご覧ください 

②本庁舎への出入り口が、東側および北側出入り口のみになります。  

※正面出入り口使用不可 

③来庁者の駐車場所が、勾当台公園地下駐車場および二日町駐車場になります。 

 

２ 総合案内等の仮移転について 

部屋・設備 仮移転先 移転予定時期 

総合案内 本庁舎１階東側出入り口

近く 

８月下旬 

多目的トイレ 本庁舎１階トイレ近く ７月上旬 

市政情報センターおよび市民のへや 本庁舎２階 ８月下旬 

ギャラリーホールおよびギャラリー２※ 本庁舎２階 令和６年２月頃 

  ※ギャラリーホールは令和６年３月末まで（現在休止中）、ギャラリー２は９月４日から令和

６年２月下旬まで休止予定です。なお、ギャラリー２の本市姉妹都市等に関する展示の一部

は、休止期間中、本庁舎１階（仮移転後の総合案内付近）で展示します。 

 

３ 議会機能の仮移転 

（１）移転作業期間  ６月２８日（水）から順次 ※７月１４日（金）までに完了予定 

 （２）移転対象および仮移転先 

移転対象 仮移転先 

議会受付・各会派控室・議会事務局・議会図書室等 本庁舎７階 

本会議場・傍聴席・各委員会室・傍聴受付等 本庁舎８階 

※詳細は別紙裏面をご覧ください 

※移転に伴う外線番号・ファクス番号の変更はありません 

記 者 発 表 資 料 
令和５年４月２７日 

【１、２について】 
（担当）財政局庁舎管理課 浅野、清水 
（内線）７００－２４１０ 
（直通）２１４－８１０７ 
【３について】 
（担当）議会事務局庶務課 須田、鈴木 
（内線）７００－４６１０ 
（直通）２１４－６１６３ 
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議会機能の移転作業期間および配置一覧 

移転対象 移転作業期間 現行配置 移転先配置 

委員会室（議会運営委員会室を含む） 
６月２８日（水） 

～２９日（木） 

本庁舎２階、議

会棟２階 

本庁舎８階（議会運営委員

会室は本庁舎７階） 

議長室・副議長室・応接室・会議室 
６月３０日（金）

～７月２日（日） 

議会棟２階 

本庁舎７階 

議会事務局 
議会棟１・２

階、本庁舎２階 

会派控室の一部 

・自由民主党 

・市民フォーラム仙台 

・公明党仙台市議団 

・せんだい自民党 

７月３日（月）～

７日（金） 
議会棟、本庁舎 本庁舎７階 

特別委員会室 
７月８日（土）～

９日（日） 

議会棟１階 

本庁舎８階 

本会議場・傍聴席 議会棟３・４階 

会派控室の一部 

・日本共産党仙台市議団 

・社民フォーラム市議団 

・市民と未来のために 

７月１０日（月）

～１２日（水） 
議会棟 本庁舎７階 

議会受付 
（全会派の移転 

完了後に移転） 
議会棟１階 本庁舎７階 

議会図書室 
７月１１日（火）

～１４日（金） 
議会棟１階 本庁舎７階 

 

 

 

 

 

別紙裏面 


